
法人会の理念 法人会は税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し
地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体
である。

めざします企業の繁栄と社会への貢献
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公益社団法人　新津法人会　
会長　小　出　　　薫　

新津税務署　　　　　　　　
署長　井　比　常　夫

　新年あけましておめでとうございます。　
　皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎え
のことと心よりお慶び申し上げます。
　昨年6月より春日前会長の後任として、会長職を拝
命いたしました小出でございます。甚だ微力ではござ
いますが、法人会発展のため一層精励して参る所存で
ございます。今後とも御指導御鞭撻を賜りますようお
願い申し上げます。
　また、昨年中は会員各位をはじめ、役員の皆さま、
税務当局並びに税理士会等、税務協力団体の皆さまよ
り格別のご支援ご協力を賜り、本会の諸事業が円滑に
運営出来ました事に厚く御礼申し上げます。
　さて、法人会は戦後の混乱の中、それまでの税務当
局が課税する「賦課課税制度」から、納税者自らが申
告し納税する「申告納税制度」へと移行したのに伴い、
納税者自らが自発的に税制を勉強し、知識を習得しよ
うとする機運の高まりにより誕生したものでありま
す。それから約70年が経ち、当法人会のような単位
会が全国で440単位会、約80万社が加入する団体へ
と成長しました。しかしながら、高度経済成長は当の
昔に過ぎ去り、日本全体でのＧＤＰベースでは成長を
遂げていますが、地方には実感が湧かない状態であり
ます。また、地方を中心とした少子高齢化が進むと共
に、大都市圏への労働人口流出が顕著に表れており、
数年後、数十年後には財政破綻に陥る自治体が現れる
可能性が示唆されております。
　それらを避けるためにも、法人会の基本理念である
「税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、
地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営
者の団体である」という事をより深く刻み込み、皆さ
まが喜んで頂けるようなアイディアを出して行きたい
と強く思っております。そして、より良い社会を築き、
社会が企業を育て、元気になった企業がまた社会に還
元する事が出来るような、良い循環が生まれる環境を
作るための活動を行って参りますので、皆さまのご理
解とご協力をお願い申し上げます。
　結びにあたり、会員各位並びに皆様方のご繁栄とご
健勝を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせていただ
きます。

　平成30年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を
申し上げます。
　公益社団法人新津法人会の皆様方には、健やかに新
春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
　旧年中は、小出会長をはじめ役員、会員の皆様方に
は、法人会活動を通じまして、税務行政全般にわたり
格別のご理解と多大なるご協力を賜りましたことに、
厚くお礼申し上げます。
　貴会におかれましては、「よき経営者をめざすもの
の団体」として、会員の皆様方に正しい税知識の普及、
納税道義の高揚を図るため、幅広い研修事業や社会貢
献活動を積極的に展開されており、役員の皆様方のご
尽力並びに会員皆様方の熱意の賜物と、深く敬意を表
す次第でございます。
　また、企業の税務コンプライアンス向上のための取
組として、国税庁も後援させていただいている「自主
点検チェックシート」の効果的な活用につきましては、
引き続き、この取組の普及・拡大に向け、皆様と連携・
協調を図ってまいりたいと考えておりますので、今後
ともよろしくお願い申し上げます。
　さて、間もなく、平成29年分の所得税等の確定申
告時期を迎えます。例年、秋葉区役所の申告会場には、
多くの納税者の方が来場され、今年も大変な混雑が予
想されます。所得税等の確定申告の際には、是非とも、
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
を利用し、ご自宅で確定申告書を作成し、マイナンバー
カード等を利用したe-Taxによる送信、あるいは郵送
による提出などICTを活用した申告にご協力をお願い
いたします。また、従業員の皆様にもこのホームペー
ジの利用について周知していただきますよう併せてお
願い申し上げます。
　結びに、公益社団法人新津法人会の益々のご発展と
会員企業の皆様方のご繁栄とご多幸を祈念申し上げま
して、新年の挨拶とさせていただきます。
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　本年の「税制改正に関する提言」は、安倍晋三政権
の経済財政運営に投げかけられたさまざまな疑問や懸
念を踏まえた上で、厳しい注文を出す形となっていま
す。
　まず、政権の宿願であるデフレ脱却ですが、日銀の
長期にわたる「異次元緩和」にもかかわらず、インフ
レ目標の達成が何度も先送りされたどころか、その副
作用に対する懸念が強まっています。アベノミクス最
大の効果だった円安・株高にもブレーキがかかり、好

調な企業業績の割には賃上げと消費への波及も鈍く、
本格的な自律回復には至っていません。
　その背景として成長戦略、とりわけ規制改革の大幅
な減速が指摘されています。このため、提言では農業、
医療などの岩盤規制に改めて切り込むよう求めまし
た。また、中小企業に対するアベノミクス効果の浸透
が不十分なまま終わってしまうのではないかとの懸念
から、改めて税制を含めた対応の必要性を強調しまし
た。
　財政規律の緩みに対し、強い懸念を表明したのも本
提言の特徴です。「骨太の方針2017」は2020年度の
基本的財政収支黒字化という財政健全化目標の達成が
困難になる中、新たに達成が容易とされる債務残高対
GDP（国内総生産）比引き下げを追加目標として設定
しました。これは目標未達成の批判を回避するための
布石とみられており、本提言としてはあくまで厳しい
歳出・歳入一体改革による財政健全化を求めています。
　世界経済は保護主義的なトランプ米政権の登場など
により、急速に不確実性を増しており、我が国は将来
に向けた経済財政の基盤固めがますます急務となって
きました。そのために本提言は改革の加速を促すと同
時に改革姿勢の後退に強い警鐘を鳴らしたわけです。

平成30年度税制改正スローガン
○　厳しい財政状況を踏まえ、
　　　　　国・地方とも行財政改革の徹底を!
○　超高齢化社会に対応した社会保障制度を構築する

ため、適正な負担と大胆な受益の抑制を!
○　地域経済と雇用の担い手である中小企業に、

税制措置でさらなる活力を!
○　中小企業は地域経済の要。本格的な事業承

継税制の創設により事業の継続を!

H29.12.7（国税庁）H29.11.7（財務省）

H29.11.21（五泉市長）H29.11.21（森裕子参議院議員事務所）

法人会では、平成30年度税制改革に向け、政府、政党、地方自治体に対して提言活動を行いました。
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㈱脇坂園芸立川ブラインド工業㈱

井比署長講話 有馬氏講演会

新津第三小講師：長瀬拓弥

■租税教室開催、絵はがきコンクール
　12月4日大蒲原小学校、12月11日新津第三小学校の2校で租税教室を
開催しました。
　税金の無い社会を講師の話や、アニメを通して体験した児童からはい
ろいろな反応があり、講師の話にも熱が入りました。後日その感想を絵
はがきにしてもらい、応募作品の中からは2月1日に開催される審査会
で新津税務署長賞、他受賞作品が決定されます。

■企業視察研修
　10月18日立川ブラインド工業(株)、
(株)脇坂園芸を視察させて頂きました。
立川ブラインド工業(株)は創業者が新
潟出身であり、新潟工場の前田工場長
からブラインドの製作工程順に工場内
を案内して頂きました。
　(株)脇坂園芸はエディブル（食べら
れる）花を無農薬で栽培している企業
です。脇坂社長から植物工場や直売所
を案内して頂きました。

■秋の特別講演会
　11月15日に税を考える週間の特別講演と
して政治評論家有馬晴海氏を招き「なるか！
日本再生　裏舞台から見た政局・政治・経
済展望」と題しての講演会を開催しました。
講演会に先立ち、新津税務署長井比常夫氏
より「日本酒あれこれ」と題しての講話を
頂きました。

公益社団法人 新津法人会だより



小出会長講話

講師：神澤統括官 吉田氏講演会

講師：太田上席官

講師：渡部税理士 講師：玉木氏

■税務研修会＆アンガーマネージメント研修会
　10月4日「相続税・贈与税」について税理士の渡部
先生による税務研修会と、日本アンガーマネージメン
ト協会公認シニアファシリテーターの玉木幸宏氏によ
る、感情のコントロールについての研修会を開催しま
した。

■法人税・消費税申告説明会
　新津税務署との共催により10月16日、23日、27日にそれぞれ東
蒲地区、五泉地区、新津地区に会場を分け、申告説明会を開催しま
した。同説明会を2月は6日、7日、8日にそれぞれ新津地区、五泉
地区、東蒲地区で開催します。

■教養講話
　12月19日新津税務署にて小出会長による税務署職員を対
象とした研修会を行いました。自身の経験に基づく事業経営
についての講話を行い、普段はなかなか聞けない裏話なども
あり、参加された職員の方々は熱心に聴き入っていました。

■産業祭ポケットティシュ配り
　10月14日花夢里にいつで行われた産業祭
「新津みのりの収穫祭」で参加者に、税に
関する絵はがきコンクール受賞作品を収め
たポケットティッシュをお配りしました。

■年末講演会　主催：女性部
　12月6日「仕事で使える雑談術」
と題し、講師に吉田幸弘氏を招き講
演会を開催しました。講演会に先立
ち、新津税務署法人課税部門統括国
税調査官の神澤隆広氏を講師に「法
人税の申告状況と調査状況」と題し
て研修会が行われました。　

〒959-1754　新潟県五泉市中野橋 210番地
ＴＥＬ（0250）58－2517　ＦＡＸ（0250）58－2561

http://www.hananbo.jp

勝 樹 園有限会社
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